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東京の障害者雇用に係る施策の展開 

 

 

１ 東京の障害者雇用の現状 

【民間企業に雇用されている障害者の数は着実に増加】 

雇用情勢の改善が続く中、障害者の雇用状況については、平成３０年６月１

日現在、都内の民間企業の雇用障害者数は着実に増加し、193,794.0 人と過去

最高となりました。（図１） 

また、障害者実雇用率は 1.94％（図２）で、1,000 人以上規模企業の実雇用

率は 2.22％と法定雇用率を上回っていますが、300 人から 1,000 人未満規模企

業では 1.77％、45.5 人から 300 人未満規模企業では 1.12％、と、中小企業で

依然として低い水準にあります。さらに、全体として雇用率達成企業の割合は

29.6％にとどまっており、全国に比べると低い状況にあり雇用機会の拡大を図

ることが必要です。(表１) 

  ＊法定雇用率は平成 30 年 4 月より 2.0％から 2.2％に引き上げとなり、算定基

礎の対象に精神障害者が加わりました。また、障害者を雇用しなければなら

ない事業主の範囲が、従業者 50 人以上から 45.5 人以上に変わりました。 

 

都内民間企業の雇用障害者数及び障害者雇用率の推移（平成 30 年 6 月 1 日現在） 

（図１）  障害者雇用者数の推移                （図２） 障害者雇用率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都内民間企業の障害者雇用(平成 30 年 6 月 1 日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表１） 

東京の障害者雇用に係る施策の展開 

（％） 

（東京労働局調べ） 

（千人） 

(1.12)

(1.94) (29.6) (70.4)
20,843 6,177 14,666

(43.8)

939
(28.4)

4,577
(28.6)

1,508
(2.22)

3,311
(1.77)

16,024

847
(56.2)

2,372
(71.6)

11,447
(71.4)

661

45.5～299人

300人～999人

1,000人以上

合計

未達成企業数
（構成比）

達成企業数
（構成比）

対象企業数
（雇用率）

東京の障害者雇用に係る施策の展開
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【雇用情勢の改善が続く中、障害者の就職件数は過去最高】 

一方、平成３０年度の都内ハローワークを通じて就職した障害者の就職件数

は 7,282 人となり、雇用情勢の改善が続く中、９年連続で前年度を上回りまし

た。         

就職件数を障害種別に見ますと、身体障害者が 1,831 人（25.1％）、知的障害      

者が 1,706 人（23.4％）、精神障害者が 3,540 人（48.6％）、その他の障害者が

205 人（2.8％）となっており、最近は身体障害者の占める割合が低下し、知的

障害者、精神障害者の占める割合が高くなっています。とりわけ、精神障害者

の増加が著しい状況です。 

             

 
 (東京労働局調べ) 
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２ 国の取組 
 【取組の方針】 

障害者雇用状況が依然として低調な中小企業に対し、障害者雇用の理解促進、

不安の解消を図り、雇用の拡大に努めます。 

また、全国のハローワークのネットワークを生かした職業紹介、雇用支援を

行い、法定雇用率達成割合の早期改善を図ります。 

さらに、障害者雇用促進法の改正により、平成 30 年 4 月 1 日から精神障害者

が法定雇用率の算定基礎に加えられたことから、企業に対する精神障害者の雇

入れ支援と職場定着支援を強化し、精神障害者の一層の雇用促進を図ります。 

 

 【令和元年度の主な取組】 

   ・指導基準に基づいた厳正な雇用率達成指導 
   ・企業の雇用課題に対応した指導・支援 
   ・公的機関に対する指導 

・障害者個々人に応じた就職支援 
   ・関係機関とのチーム支援による就職支援 
   ・障害特性に応じたきめ細かな支援 
 
  

 

障害者雇用納付金制度（平成 27 年 4 月から 100 人超 200 人以下企業に拡大）

法定雇用障害者数 

法定雇用障害者数を下回っている事業主 

雇用している障害者数 不足数

納付金 

法定雇用障害者数を超えている事業主 

雇用している障害者数 

調整金・報奨金

＊障害者雇用納付金制度の対象事業主 
常用労働者 200 人を超える事業主 平成 22 年 7 月～ 
常用労働者 100 人を超える事業主 平成 27 年 4 月～ 

＊納付金額の減額特例 
常用労働者 200 人を超え 300 人以下の事業主  
平成 22 年 7 月～27 年 6 月の間 1 人当たり 40,000 円/月 
常用労働者 100 人を超え 200 人以下の事業主  
平成 27 年４月～令和２年３月の間 1 人当たり 40,000 円/月 

1 人当たり 
50,000 円/月 

（独）高齢・障害・求

職者雇用支援機構 

障害者雇用調整金 
1 人当たり 27,000 円/月 

（常用労働者１００人超） 

報奨金 
1 人当たり 21,000 円/月 
（常用労働者１００人以下） 

各種助成金 
障害者のために実施する

施設・設備の改善、労務

管理、福利厚生措置等へ

の助成。 
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３ 障害者の就労支援の主な取組 

都は下記計画に基づき、障害者就労支援協議会に参加する団体等と連携して、障

害者の就労支援に取り組んでいます。 

 

 

「２０２０年に向けた実行プラン」（平成２８年１２月策定） 

【2020 年とその先の未来に向けて】 

○ 障害者が地域で安心して生活できる環境が整備され、障害のある人もない人

も、お互いに尊重し、支え合いながら、共に生活する社会が実現する。 

○ 障害者が能力や適性に応じて働き、地域で自立した生活を送ることができる

社会を実現する。 

○ 障害者の自立した生活の実現に向けて、障害者雇用・就労を促進し、2024 年

度末までに 2014 年 6 月と比較して、障害者雇用を４万人増加させる。 
 

東京都障害者・障害児施策推進計画（平成３０年４月策定） 

東京都障害者計画と第５期東京都障害福祉計画及び第１期東京都障害児福祉計画

の３つの性格を併せ持つ計画として一体的に作成されています。 

障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図れるよう、働く機

会を拡大するとともに適切な支援を提供することにより、障害者が能力や適性に応じ

て、仕事に就き、働き続けられる社会の実現を目指します。 
 

特別支援教育推進計画（第二期）第一次実施計画（平成２９年２月策定） 

職業的な自立を推進する就労支援体制の整備など教育・福祉・医療・保健・労働等

の関係機関との積極的な連携を進める。 

 

 

【身近な地域の就労支援機関の設置による障害者の支援】（福祉保健局） 

区市町村障害者就労支援センター（５１区市町）と障害者就業・生活支援センタ

ー（６か所）を設置し、職場開拓や就職準備、職場定着などの就労面の支援と就労

に伴う生活面の支援を一体的に提供しています。 

企業に対しても、業務内容の提案、定着に向けたノウハウの提供を行っています。 

 

【企業等での職場見学・職場実習・職業訓練】 

（１）職場体験実習開拓・紹介事業（総合コーディネート事業）（しごと財団） 

障害者雇用支援アドバイザーが実習業務の切り出しなど、受入れに当たっての

アドバイスを行いながら、実習先企業を開拓し、面談会等を通して地域の就労支

援機関へ紹介します。平成 28 年度からは受入先企業と実習生のマッチングを行う

職場体験実習面談会の実施回数を増加し、実習生の損害保険料の補助規模を拡大

することで職場体験実習の機会拡大を図っています。 
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（２）職業訓練・委託訓練（産業労働局・しごと財団） 

障害者を対象とした東京障害者職業能力開発校等で職業訓練を実施するととも

に、企業等の現場を活用した職業訓練の機会を提供する委託訓練を実施します。 

 

【障害者を支援する人材の育成】 

（１）就労支援体制レベルアップ事業（福祉保健局・東京障害者職業センター） 

就労支援センター、就労移行支援事業者等就労支援機関の職員を対象に、障害

者の就労支援を行う上で必要な知識・情報・技術・コミュニケーション能力の習

得に資する研修を実施します。 
 

（２）就労支援に関する助言・援助・実務的研修の提供（東京障害者職業センター） 

就労支援機関からニーズが多いテーマを設定した「就労支援課題別セミナー」

の開催、また、実際の支援場面での実習等による「カスタマイズ型研修」、訪問型

ジョブコーチ等に対して、ジョブコーチ養成研修を実施するとともに、ジョブコ

ーチ養成研修、及びジョブコーチ支援スキル向上研修の修了者へのサポート研修

を実施をしています。 
 

（３）就労支援・定着支援等スキル向上事業（福祉保健局） 

就労支援機関等を対象に、雇用導入期の企業へのアプローチ・マッチング等の

スキルを付与するための実践的な研修を行うとともに、就労定着支援事業所等の

定着支援スキルを向上する研修を実施することで、就労支援機関等の支援力の向

上を図ります。 

  職場訓練・委託訓練 

事業案内（パンフレット） 

職場体験実習面談会 

（チラシ） 
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（４）精神障害者就労定着連携促進事業（福祉保健局） 

就労移行支援事業所等に対し、医療機関との情報交換技術向上のための研修を

実施するとともに、精神障害者就労定着支援連絡会の設置や、医療機関・就労移

行支援事業所・企業等が連携して就労支援を行うモデル事業の実施により、精神

障害者の就労定着支援の充実を図ります。 

 

 

 【雇用の場と機会の拡充】 

チャレンジ雇用への取組（産業労働局・福祉保健局・教育庁） 

都庁で知的・精神障害者を短期間雇用し、業務の経験を踏まえて一般企業への就

職の実現を図ります。平成２８年度からは都庁内に「東京チャレンジオフィス」を

開設し、知的障害者及び精神障害者が非常勤職員や短期実習生として、それぞれの

ニーズや適性に応じた就労経験を積む機会を提供することで、一般企業への就労を

支援します。  

  

 

 【雇用に取り組む中小企業への支援】 

（１）東京ジョブコーチ支援事業（しごと財団） 

所定の研修を修了した東京ジョブコーチが障害者を雇用する職場に出向き、職

場環境の調整、通勤やコミュニケーションの支援など職場に定着するための支援

を行っています。 

（２）企業向け普及啓発セミナー（産業労働局・福祉保健局・教育庁、東京労働局） 

産業労働局・福祉保健局・教育庁の３局連携及び東京労働局の共催による企業

を対象としたセミナーを実施しています。 

 

    テーマ･開催日 

教育庁 

テーマ 地域と連携した都立特別支援学校生徒の雇用の拡大 

開催日 

平成 30 年  7 月  4 日(水) 

平成 30 年  8 月  1 日(水) 

平成 30 年  9 月 10 日(月) 

平成 30 年  9 月 20 日(木) 

平成 30 年 11 月 20 日(火) 

平成 31 年  2 月 12 日(火) 

参加者 155 名（127 社） 

福祉保健局 
テーマ 障害者雇用、関係機関が支えます！ 

開催日 平成 30 年 11 月 21 日 参加者 50 名 

産業労働局 
テーマ 企業向け障害者雇用普及啓発セミナー～障害者雇用に取り組む企業の方へ～ 

開催日 平成 31 年 3 月 1 日 参加者 151 名 
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（３）障害者雇用促進ハンドブックの作成・配布（産業労働局） 

障害者雇用に当たっての留意点のほか、雇用支援制度や地域の関係機関を紹介

する「障害者雇用促進ハンドブック」を作成し、広く配布しています。 

 

（４）障害者雇用実務講座の実施（総合コーディネート事業）（しごと財団）  

障害者雇用未経験の中小企業人事担当者を対象に、障害者雇用に必要な基礎知

識・ノウハウを学べる講座（知識・ノウハウ習得コースと実践演習コースとの統

合：３日間・年６回）を実施し、障害者雇用（採用手続・雇用管理）を中核的に

進める人材を養成します。 

 

（５）精神障害者雇用サポート事業（総合コーディネート事業）（しごと財団）  

現在精神障害者を雇用していない中小企業で、これからの雇用を検討している

企業を対象に、専門のアドバイザーが雇用前の職場環境等の整備から採用手続き、

採用後の雇用管理に至るまで一貫した支援を長期的に行っていきます（精神障害

者を雇用した場合、採用から最長３年間の支援）。 

 

（６）企業向けワークショップの実施（東京障害者職業センター） 

中小企業により重点をおき、「障害者雇用におけるＡｔｏＺ」について多彩な

テーマを設定した、企業の担当者向けのワークショップを実施しています。 

 

（７）中小企業のための障害者雇用支援フェア（産業労働局・東京労働局・高齢･障害･求職

者雇用支援機構東京支部） 

これから障害者雇用に取り組もうとする中小企業を対象に、障害者雇用に係る

支援制度や支援機関等を紹介し、障害者雇用について理解を深めてもらうための

「障害者雇用支援フェア」を東京都と東京労働局、高齢・障害・求職者雇用支援

機構東京支部の 3者主催により開催し、中小企業における障害者雇用の推進を図

ります。 

 

（８）中小企業障害者雇用支援助成事業（産業労働局） 

国の特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コースまたは発達障害者・難

治性疾患患者雇用開発コース）（以下、「特開金」）の対象となる障害者を雇用し、

特開金の助成対象期間満了後も引き続き雇用する中小企業に対し３年間助成金を

支給します。 

 

（９）障害者安定雇用奨励事業（産業労働局） 

障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善に取り組む事業主に対して、奨励金を

支給します。 
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（10）難病・がん患者就業支援事業（産業労働局） 

難病・がん患者が安心して職場で活躍できるように、治療と仕事の両立に配慮

して、雇入れや就業継続に必要な支援を行う事業主に対し、奨励金を支給します。 

 

（11）障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の顕彰制度（産業労働局） 

障害者が社会の中で生き生きと活躍できるよう、ソーシャルファームの観点に

合致する、障害者雇用において特色ある優れた取組を行っている企業を顕彰する

とともに、好事例の発信を行います。 

 

（12）障害者雇用促進支援事業（産業労働局） 

ビジネスとの両立を図りながら障害者雇用の拡大等に取り組む企業に対して、

障害者の雇用環境整備の支援及び経営支援を行うとともに、資金調達及び障害者

の能力開発の支援等を行います。 

 

（13）中小企業障害者雇用応援連携事業（産業労働局・しごと財団・東京労働局） 

東京都、東京しごと財団、国（東京労働局・ハローワーク）、都内障害者就労

支援機関が連携し、都内障害者就労支援機関に配置した支援員により、障害者雇

用を進めていく必要のある中小企業を個別訪問し、企業ニーズに応じた情報提供

支援メニューの提案等を行います。 

（14）職場内障害者サポーター事業（産業労働局・しごと財団） 

都内企業の人事担当者や障害者と共に働く社員に対し、障害者支援のノウハウ

が学べる養成講座を実施するとともに、一定の条件を満たした企業に対し、奨励

金を支給します。 

（15）短時間就業支援事業（産業労働局） 

中小企業における障害者雇用の促進を図るため、現時点では週 20 時間以上の

就労が困難な障害者に対し、就業場所の提供と将来の週 20 時間以上の就労に向け

たきっかけづくりのため、職場体験実習のモデル事業を実施します。また、受け

入れる中小企業に対し、業務の切り出し、雇用管理等の助言を行います。 

（16）精神障害者の就業促進啓発（産業労働局） 

これから精神障害者を雇用する企業向けに、精神障害者雇用に関する分かりや

すいミニハンドブックの作成と、社内で精神障害者の雇用に関して理解を深める

ことができるように精神障害者の雇用におけるポイントと雇用事例を紹介するＤ

ＶＤを作成することで、企業の精神障害者雇用の促進を図ります。 
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【児童・生徒の職業的自立を目指した教育の推進】 

（１）特別支援学校におけるキャリア教育の推進（教育庁） 

小・中学部段階からのキャリア教育を充実し、働く喜びが体感できる指導等の

展開を図ります。 

（２）生徒全員の企業就労を目指した知的障害特別支援学校高等部の設置等（教育庁） 

企業就職率１００％を目指す高等部就業技術科（５校）及び職能開発科（３校）

の設置など、生徒一人ひとりの多様な進路希望に応える後期中等教育の実現に努

めます。 

（３）特別支援学校高等部生徒の職場実習及び就労先の開拓（教育庁） 

関係機関と連携して企業向けのセミナーを開催し、理解啓発を図った上で職場

実習や就労先の開拓を進めています。 

また、就労支援アドバイザー等の民間活力を活用した就労先等の開拓に取組み

ます。 

 

 

障害者就労支援の取組のイメージ 

 


